
「グループホームかがやき」 

運 営 規 程 

 

（事業の目的） 

第１条 医療法人清和会が開設する認知症対応型共同生活介護事業所「グループホームかがやき」（以下「かがやき」という）

の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、認知症の状態にある要介護者（以下「利用者」

という）が共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の援助及び機能訓練を行う

ことができるよう認知症対応型共同生活介護を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 「かがやき」は以下の様な運営方針に基づき、認知症をともなう要介護状態の利用者を、人間として尊厳をもち、共

同生活していただくことを目的に、利用者の処遇に万全を期するものとする。 

  １、要介護状態であっても生きがいのある生活実感が持てるよう、社会から隔離せず人間らしい生活をおくっていただく。 

  ２、個人の残存能力を維持し、高めていくための介護計画を作成する。 

  ３、利用者の権利と人権を守る。 

  ４、利用者の健康を維持し増進するように機能訓練・定期検診を行う。 

  ５、利用者の家族と連絡を密にして家族の意向にそった介護計画を行う。 

  ６、地域との結びつきを重視し、地域活動にも積極的に参加する。 

  ７、保健・医療・福祉施設との連携につとめる。（連携する介護老人保健施設：清寿園、協力病院：協立病院、協力歯科

医院：たなか歯科矯正クリニック） 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

  １ 名称   グループホームかがやき 

  ２ 所在地  徳島市八万町橋本９２-１ 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

（３ユニット「定員２７人」あたり） 

  １ 管理者         １名（※常勤兼務） 

    管理者は、事業所の従業員の管理及び業務の管理を行う。 

 

２ 計画作成担当者     １名（※常勤兼務） 

計画作成担当者は、福祉サービスの利用に関する介護計画の作成及び保険料の請求業務を行う。 

  ３ 介護職員       13名以上 

介護職員は、介護計画に基づき、利用者に必要な介護を行う。 

 

  ４ 前項に定めるものの他、必要に応じ職員の増員、又はその他の職員をおくことができる。 

 

（利用定員） 

第５条 利用者の定員は、２７名とする。 

 

（利用者に対する認知症対応型共同生活介護の内容） 

第６条 認知症対応型共同生活介護の内容は次の通りとする。 

  １、家庭的な環境のもとで入浴・排せつ・食事等の介護その他の日常生活上の援助及び機能訓練をする。 

  ２、利用者の健康管理及び医療を必要と認めた場合の適切、迅速な措置をする。 

  ３、利用者の認知症の進行を緩和し、安心して日常生活を送ることができるように配慮する。 

  ４、利用者がそれぞれの役割をもって家庭的な環境のもとで日常生活を送ることができるように配慮する。 



  ５、生活が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮する。 

  ６、利用者またはその家族に対してサービスの提供方法などについて、親切丁寧に理解しやすいように説明する。 

  ７、利用者の生命または身体を保護するため、緊急止むを得ない場合をのぞき、身体的拘束、その他利用者の行動を制限

する行為は行わない。 

  ８、利用者の自立した支援と日常生活の充実及び趣味または嗜好に応じた活動の支援を行う。 

  ９、利用者の食事その他の家事などは、原則として利用者と介護従事者が共同で行うように努める。 

 

（利用料その他の費用の額） 

第７条 「かがやき２号館」は、法定代理受領サービスに該当する指定認知症対応型共同生活介護を提供した際には、その利

用者から利用料の一部として、当該認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額から「かがやき２号

館」に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。 

 

  ２ 前項に規定する利用料のほか、次に掲げる費用の額の支払いを受けることができる。 

   一 家賃     １０１・１０２号室  ４５，０００円／月（１，５００円／日） 

            １０８・１２８号室  ４０，０００円／月（１，３００円／日） 

            １０６・１０７号室  ３６，０００円／月（１，２００円／日） 

            １２６・１２７号室    〃 

            １０９・１２９号室  ３４，０００円／月（１，１５０円／日） 

            １０２～１０５号室  ２９，０００円／月（１，０００円／日） 

            １１１～１１９号室      〃 

            １２２～１２５号室      〃 

二 食材料費    １，４４５円／日 

   三 水道光熱費     ５００円／日 

四 おやつ代      １００円／日    

  五 管理費       １７０円／日  ５，０００円／月 

   （※四 おやつ代、については希望する利用者より徴収する。） 

  六 理美容代       実費 

  七 おむつ代       実費 

八 前項に掲げるものの他、日常生活において通常必要となるものにかかる費用であって、その利用者が負担すること

が適当と認められるものは別途徴収するものとする。 

 

  ３ 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ利用者又はその家族に対して金額等を明示した文書により説明を

行い、書面により同意を得るものとする。 

 

（入居に当たっての留意事項） 

第８条 利用者等の遵守事項 

   利用者等の守るべき規律は次の通りとする。 

  １、利用者は、「かがやき２号館」の規律を守り、喧嘩、口論又は暴行等他の利用者の迷惑となるような行為をしてはな

らない。 

  ２、入居に際しては、医師の診断書等が必要であり、入居申込書が認知症であることを確認する。 

  ３、入居に際しては、利用者の生活歴、病歴を家族に記入してもらう。 

  ４、利用者が入院治療を要するなど共同生活ができなくなった場合、家族と相談し必要な措置を講ずる。 

  ５、利用者の退居の際は、利用者及び家族の希望を踏まえたうえで、退居後の生活環境、介護の継続性に配慮し、必要な

援助を行う。 

  ６、入居年月日は、契約書に記載する。 

  ７、利用者は、事業者の設備、備品などの使用に当たっては、本来の用法に従い使用することとし、これに反した使用に

より事業者に損害が生じた場合は賠償するものとする。 

  ８、事業者は、利用者の重大な過失により、利用者の身体等に被った損害に対しては損害を減じることができるものとす



る。 

  ９、その他、この規程に定めるもののほか、サービスの利用に関する事項については、契約書及び重要事項説明書に明記

し、利用者に説明した上で同意を得るものとする。 

  １０、利用者は火気の取扱いに十分留意すること。 

  １１、利用者は施設内の環境衛生を害する行為をしてはならない。 

  １２、利用者が外泊をする際は、管理者に届出を行うものとする。 

 

（非常災害対策） 

第９条 非常災害対策 

   非常災害に備え消火器、避難誘導板を設置する。また、非常災害に備え必要な訓練を行う。 

 

（虐待防止に関する事項） 

第１０条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずる。 

1、 虐待防止のための対策を検討する委員会（高齢者虐待防止・適正委員会）を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて従業者に周知徹底を図る 

2、 虐待防止のための指針の整備 

3、 虐待を防止するための定期的な研修の実施 

4、 前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置 

（2）事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受け

たと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 

（その他運営に関する留意事項） 

 

第１１条 事業所は、全ての介護従業者（介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者

等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要

な措置を講じる。 

（2）従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

（3）事業所は、適切な認知症対応型共同生活介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的

な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講じる。 

（4）この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は契約者と事業所の管理者との協議に基づいて定める 

（その他運営に関する重要事項） 

 

第１２条 事業者は、良質なサービスの提供ができるよう適切な勤務体制を整備するとともに研修の機会を設けるなど、常に

従業員の資質の向上に努めるものとする。 

  ２ 職員は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持するため、職員ではなくなった後においても、これらの秘密

保持について遵守する。 

 

     附 則 

  この規程は、2022年 5月１日から施行する。 

  この規程は、2025年 9月 1日から施行する。 

 


